
森本市議は、これまで一貫して子どもの医療費無料化を入院・通院と
も中学校卒業まで無料にすべきだと提言しており、このたびの１２月議
会でも、６月、１０月議会のときと同じように、通院も中学校卒業まで
無料にと提言しました。

瀧本市長は、「１０月市議会終了後、早速医師会と協議を行い、通院
についても中学校卒業まで窓口無料化にすることでご理解をいただき、
大変喜んでおります。来年４月からの実施に向け、
事務を進めていく予定にしている。」と答え、新
年度から医療費無料化制度を、通院も現在の小学
校３年生から中学校卒業まで拡大することが明ら
かになりました。

森本市議は、先の１０月議会と同様、このたびの１２月議会でも、住
宅リフォームの補助制度の創設をと提言しました。

瀧本市長は、「県内では、真庭市が本年４月から、津山市が８月から
助成制度を始められております。

井原市としても、経済対策の一環として、新年度からの実施に向けて、
他の自治体の事例を参考に取り組み内容を検討している。」と答えまし
た。

内容は、いま検討しているところですが、現在のところ、補助限度額
を２０万円、補助額は工事費の１/１０、対象になる住宅リフォームは
５０万円以上の工事金額に対して助成することを考えています。

日本共産党森本ふみお後援会事務所

井原市木之子町２７２１－２３
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周りの人に「日本共産党森本ふみお後援会」への入会をお勧めください。
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井原市政に対するご意見・ご要望をお寄せください

井原市議会平成２３年２月定例会の開会予定日は２月２８日(月)です。皆様の井原

市政に対するご意見・ご要望をお近くの党員か下記の電話・FAXにお気軽にお寄せ

ください。皆様のご意見・ご要望が１つでも多く実現するよう、引き続き奮闘した

いと考えています。

日本共産党後援会事務所 TEL６２－６２００ FAX ６２－６２０９

森本ふみお宅 TEL６２－６０６１ FAX ６２－６０８１
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子どもの医療費が新年度から
通院も中学校卒業まで無料に

住宅リフォーム補助制度が
新年度から実施されます



ご意見・ご要望および情報をお気軽にお聞かせください。

森本ふみお後援会ニュースＮｏ９２ ２０１０年(平成２２年)１２月２５日

Ｑ＆Ａ 日本共産党 知りたい・聞きたい 日本共産党
のＨＰより

この「後援会ニュース」は森本ふみお議員の
ブログ（http://jcp-seibu.sakura.ne.jp/morimoto/）でも見れます。

公務員の政治活動の自由をどう考える？

〈問い〉公務員は政治活動が著しく制限されています。日本共産党はどう考えますか。

〈答え〉国や自治体が、どんな立場の国民、住民にも「行政の中立」を貫かなくては

ならないことはいうまでもありません。いま自分の支持者の多いところに事業を配分

する「個所付け」などで問題になっているのは、政府の役職についた議員や首長では

ないでしょうか。この人たちは「特別公務員」として、政治活動は何ら規制されてい

ませんが、行政に携わるときには、「行政の中立」を守るべき立場であることは変わ

りません。

これに対して一般職員は、政治活動が厳しく制限され、とくに国家公務員は、職務

に関係ない場所でもビラを配布したり、投票を依頼したりする政

治活動がほとんどできないぐらい法律で禁止されています。こん

な不合理なことはありません。

政治活動のできる特別公務員こそ、最も「行政の中立」を守っ

てもらわなければならないし、守れるはずだというのが法律の建

前です。そうであれば一般の公務員の場合でも、仕事時間中や仕

事の場所など、職務に関係あるときだけ政治活動を制限すること

は当然としても、それ以外の場合は政治活動を規制するなどはもっ

てのほかです。

国公法堀越事件の東京高裁判決が２０１０年３月２９日にあり、逆転無罪となりま

した。判決は、国家公務員法による政治活動の規制そのものは合憲だとしていますが、

日本の規制範囲は西欧先進諸国と比べ広すぎる、日本も世界標準という視点でみる必

要がある、それが国民の法意識だなどの趣旨から、堀越さんのような休日に職務と全

く関係のないところでビラを配布した行為まで、国公法による処罰を加えるのは違憲

だと判断しています。

日本共産党は、以前から公務員の政治活動の禁止に反対し、とくに国家公務員に刑

事上の処罰を加えることは、国際自由権規約などの国際的な人権水準からもきわめて

遅れた制度だとしてその廃止を求めてきました。今回の東京高裁判決は、不十分な点

はありますが、その方向への再検討が始まったものとして評価されるものです。




